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関連法令違反時の扱い 

（動物関連法令に違反した際の登録拒否等の検討） 

 

１．現状 

（１）法制度（主な関連条文等） 

   現状の動物愛護管理法では、動物関連法令等の他法令に違反した場合における動

物取扱業の登録拒否、登録取消等の要件は存在しない。 

 

○ 動物愛護管理法（抜粋） 

（登録の拒否） 

第 12 条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれか

に該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動

物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環

境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る

同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関

する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事

項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録

を拒否しなければならない。  

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの  

二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  

三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過

しない者  

四 第十条第一項の登録を受けた者（以下「動物取扱業者」という。）で法人であるもの

が第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日

前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を

経過しないもの  

五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの  

２ 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示し

て、その旨を申請者に通知しなければならない。 

（登録の取消し等）  

第 19条  都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登

録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができる。  

一 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。  
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二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及

び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で

定める基準に適合しなくなつたとき。  

三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方

法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しな

くなつたとき。  

四 第十二条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなつたとき。  

五 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。  

２  第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 

 

 

２．主な論点 

（１）動物関連法令等の他法令に違反した場合における動物取扱業の登録拒否等の要

件をあらたに規定する必要性はあるか。またそれは可能か。 

（２）あらたに規定する場合、法第 12条（登録の拒否）及び法第 19条（登録の取消

し等）の両条文に規定する必要性はあるか。またそれは可能か。 

（３）あらたに規定する場合、対象となる法令はどれか。 

（４）施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。 

 

３．ヒアリングにおける主な意見 

  ・ 動物愛護管理法は、動物取扱業の登録というものを指定している唯一の法律。

関税法、外為法、種の保存法という３つの法律に違反して違法な動物の取引を

行った業者に関しては、動物取扱業の登録が拒否される要件と登録の取消が行

われる要件を加えてもらいたい。 

 

４．規定する場合の関連法令案 

・ 種の保存法（「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平

成４年法律第 75号）） 

・ 外来生物法（「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」

（平成 16年法律第 78号）） 

・ 鳥獣保護法（「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年法律

第 88号）） 

・ 狂犬病予防法（昭和 25年法律第 247 号） 

・ 関税法（昭和 29年法律第 61号） 

・ 外為法（「外国為替及び外国貿易法」（昭和 24年法律第 226 号）） 
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５．他法令における関連法違反時の規定 

（１）金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号）（抜粋） 

（登録） 

第 29 条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができ

ない。 

（登録の拒否） 

第 29 条の４ 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登

録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しく

は記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を

拒否しなければならない。  

一 次のいずれかに該当する者 

イ 第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取

り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第

六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十

六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、その取消

しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当

該外国において受けている同種類の登録若しくは許可（当該登録又は許可に類する認

可その他の行政処分を含む。）を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない

者 

ロ この法律、担保付社債信託法 （明治三十八年法律第五十二号）、金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律 （昭和十八年法律第四十三号）、商品取引所法 、投資信

託及び投資法人に関する法律 、宅地建物取引業法 （昭和二十七年法律第百七十六号）、

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 （昭和二十九年法律第百九

十五号）、割賦販売法 （昭和三十六年法律第百五十九号）、海外商品市場における

先物取引の受託等に関する法律 （昭和五十七年法律第六十五号）、貸金業法 （昭和

五十八年法律第三十二号）、特定商品等の預託等取引契約に関する法律 （昭和六十

一年法律第六十二号）、商品投資に係る事業の規制に関する法律 （平成三年法律第

六十六号）、不動産特定共同事業法 、資産の流動化に関する法律 、金融業者の貸付

業務のための社債の発行等に関する法律 （平成十一年法律第三十二号）、信託業法 

（平成十六年法律第百五十四号）その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国

の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日か

ら五年を経過しない者 

ハ 他に行う事業が公益に反すると認められる者 

ニ 金融商品取引業（投資助言・代理業を除く。）を適確に遂行するに足りる人的構成

を有しない者 

    （略） 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%4f%94%aa%96%40%8c%dc%93%f1&REF_NAME=%92%53%95%db%95%74%8e%d0%8d%c2%90%4d%91%f5%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%88%ea%94%aa%96%40%8e%6c%8e%4f&REF_NAME=%8b%e0%97%5a%8b%40%8a%d6%82%cc%90%4d%91%f5%8b%c6%96%b1%82%cc%8c%93%89%63%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%88%ea%94%aa%96%40%8e%6c%8e%4f&REF_NAME=%8b%e0%97%5a%8b%40%8a%d6%82%cc%90%4d%91%f5%8b%c6%96%b1%82%cc%8c%93%89%63%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%8e%4f%8b%e3&REF_NAME=%8f%a4%95%69%8e%e6%88%f8%8f%8a%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%96%40%88%ea%8b%e3%94%aa&REF_NAME=%93%8a%8e%91%90%4d%91%f5%8b%79%82%d1%93%8a%8e%91%96%40%90%6c%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%96%40%88%ea%8b%e3%94%aa&REF_NAME=%93%8a%8e%91%90%4d%91%f5%8b%79%82%d1%93%8a%8e%91%96%40%90%6c%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%b5%96%40%88%ea%8e%b5%98%5a&REF_NAME=%91%ee%92%6e%8c%9a%95%a8%8e%e6%88%f8%8b%c6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8b%e3%96%40%88%ea%8b%e3%8c%dc&REF_NAME=%8f%6f%8e%91%82%cc%8e%f3%93%fc%82%ea%81%41%97%61%82%e8%8b%e0%8b%79%82%d1%8b%e0%97%98%93%99%82%cc%8e%e6%92%f7%82%e8%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%88%ea%8c%dc%8b%e3&REF_NAME=%8a%84%95%8a%94%cc%94%84%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8e%b5%96%40%98%5a%8c%dc&REF_NAME=%8a%43%8a%4f%8f%a4%95%69%8e%73%8f%ea%82%c9%82%a8%82%af%82%e9%90%e6%95%a8%8e%e6%88%f8%82%cc%8e%f3%91%f5%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8e%b5%96%40%98%5a%8c%dc&REF_NAME=%8a%43%8a%4f%8f%a4%95%69%8e%73%8f%ea%82%c9%82%a8%82%af%82%e9%90%e6%95%a8%8e%e6%88%f8%82%cc%8e%f3%91%f5%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%94%aa%96%40%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%91%dd%8b%e0%8b%c6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%98%5a%88%ea%96%40%98%5a%93%f1&REF_NAME=%93%c1%92%e8%8f%a4%95%69%93%99%82%cc%97%61%91%f5%93%99%8e%e6%88%f8%8c%5f%96%f1%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%98%5a%98%5a&REF_NAME=%8f%a4%95%69%93%8a%8e%91%82%c9%8c%57%82%e9%8e%96%8b%c6%82%cc%8b%4b%90%a7%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%98%5a%96%40%8e%b5%8e%b5&REF_NAME=%95%73%93%ae%8e%59%93%c1%92%e8%8b%a4%93%af%8e%96%8b%c6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%81%5a%96%40%88%ea%81%5a%8c%dc&REF_NAME=%8e%91%8e%59%82%cc%97%ac%93%ae%89%bb%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%96%40%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%8b%e0%97%5a%8b%c6%8e%d2%82%cc%91%dd%95%74%8b%c6%96%b1%82%cc%82%bd%82%df%82%cc%8e%d0%8d%c2%82%cc%94%ad%8d%73%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%96%40%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%8b%e0%97%5a%8b%c6%8e%d2%82%cc%91%dd%95%74%8b%c6%96%b1%82%cc%82%bd%82%df%82%cc%8e%d0%8d%c2%82%cc%94%ad%8d%73%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%98%5a%96%40%88%ea%8c%dc%8e%6c&REF_NAME=%90%4d%91%f5%8b%c6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


4 

 

（金融商品取引業者に対する監督上の処分） 

第 52 条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取

り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ

る。  

一 第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。  

二 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業

者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。  

三 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第

一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。  

四 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに

該当することとなつたとき。  

五 不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。  

六 金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令（第四十六条の六第二項を除く。）

又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。  

七 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。  

八 投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があると

き。  

九 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が

特に重いとき。  

十 第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。  

十一 第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三

号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。  

  （略） 

 

 

（２）薬事法（昭和 35年法律第 145号）（抜粋） 

（許可の基準）  

第５条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。  

一 その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。  

二 その薬局において医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令

で定める基準に適合しないとき。  

三 申請者（申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十二条の二第三

号、第十三条第四項第二号（同条第七項及び第十三条の三第三項において準用する場合

を含む。）、第十九条の二第二項、第二十六条第二項第三号、第三十条第二項第二号、

第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号及び第四十条の二第四項第二号にお

いて同じ。）が、次のイからホまでのいずれかに該当するとき。  

イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過して
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いない者 

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた

後、三年を経過していない者 

ハ イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法 、毒物及

び劇物取締法 （昭和二十五年法律第三百三号）その他薬事に関する法令又はこれに

基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者 

ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者 

ホ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労

働省令で定めるもの 

 

 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%94%aa%96%40%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%96%83%96%f2%8b%79%82%d1%8c%fc%90%b8%90%5f%96%f2%8e%e6%92%f7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%8e%4f%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%93%c5%95%a8%8b%79%82%d1%8c%80%95%a8%8e%e6%92%f7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%8e%4f%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%93%c5%95%a8%8b%79%82%d1%8c%80%95%a8%8e%e6%92%f7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

